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 次のとおり会計年度任用職員の募集を行います。 

 

１ 任用期間 

  採用日から令和９年３月３１日まで 

  ※ ただし、採用日から１か月（１か月の勤務日数が１５日に満たない場合には、勤 

務日数が１５日に達するまで）は条件付採用（試用期間）となります。 

 

２ 任用の更新 

  令和９年４月１日以降も更新の可能性があります。 

  ※ ただし、令和９年４月１日以降の雇用の更新を保証するものではありません。 

  ※ 公募によらない任期の更新は最大２回までです。 

  

３ 任用予定人数 

  別紙のとおり。 

  

４ 応募資格等 

障害者支援に携わることを希望する人。資格等の有無は問わないが、次に掲げる経験・

資格を持っていればなお可とする。 

（１）特別支援学校又は特別支援学級で指導経験のある方 

（２）一般企業や特例子会社等で障害者への就業指導経験のある方 

（３）障害者就労移行施設等で指導経験のある方 

（４）精神保健福祉士・社会福祉士・障害者職業生活相談員のいずれかの資格のある方 

 

５ 欠格事由 

以下（１）～（５）のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となり、又は選考を

受けることができません。 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

（２）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない者 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪

を犯し、刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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（５）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱

を原因とするもの以外） 

 

６ 主な業務 

障害のある会計年度任用職員の業務※が円滑に行われるよう、共に作業に従事するとと

もに、業務支援（配属先によっては複数校を巡回）を行います。また、障害のある会計年

度任用職員の職場定着支援を行います。 

※ 市町村立小・中学校における事務補助（文書仕分け・コピー、機密文書シュレッ 

ダー、パソコンを使用したデータ入力作業など）や教員業務補助（教材教具の補充・

整備、授業用資料の印刷など）など 

 

７ 勤務条件等 

（１）勤務地   別紙のとおり。 

（２）勤務時間  別紙のとおり。 

  ※ １週間の勤務日数及び１日の勤務時間は、所属の実情に応じて定めます。 

  ※ 所定労働時間を超える労働はありません。 

    【参考】勤務時間の例（週３０時間の場合） 

       ・１日６時間（午前８時３０分～午前１２時、午後１時～午後３時３０分） 

       ・週５日（月曜、火曜、水曜、木曜、金曜） 

（３）報酬等 

  ア 報 酬   月額 約１８２，５００円～約２１４，４００円 

  イ 諸手当   期末手当・勤勉手当（年２回：６月・１２月） 

※ 原則、任期６月以上で、基準日（６月１日、１２月１日）に在職 

している場合に支給 

  ウ 費用弁償  通勤に係る交通費相当分を別途支給 

※ 原則、通勤距離の片道が２km 未満の場合には支給されません。 

ただし、身体障害のため歩行することが著しく困難な場合はこ 

の限りではありません。 

  エ 休暇等   あり（県の規定による） 
  オ 社会保険  健康保険（共済短期給付等）、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に 

加入 
  

  ※ 「７ 勤務条件等」については、採用までに関係条例、規則等の改正が行われた

場合は、その定めるところにより変更します。 
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８ 応募書類 

（１）履歴書 

ア 市販（ＪＩＳ規格）のものを使用し、顔写真（３か月以内に撮影したもの）を貼 

付してください。 

イ 履歴書に、①携帯電話番号等（確実に連絡可能な連絡先）、②志望理由、③希望す 

る市町村（１つ）・所属を記入してください。 

（２）選考結果通知用の封筒（要切手貼付） 

長３（120mm×235mm）封筒に１１０円切手を貼付し、自分の住所・氏名を記入して 

ください。 

（３）その他の応募書類 

ア 「これまで経験してきた仕事の内容及び感想」（４００字程度以上）を記入した 

Ａ４用紙（様式任意）を添付してください。 

  イ 上記「４ 応募資格等」の（４）に該当する場合は、有資格者であることが分か 

る書類の写しを添付してください。 

 

９ 応募方法 

  上記８の応募書類を下記 10 の宛先まで郵送してください。 

提出期限：令和８年５月１５日必着 

※ 封筒に朱書きで「小中学校就業補助員応募書類在中」と記載してください。 

 ※ 簡易書留等によらない事故については、責任を負いません。 

※ 応募書類の返却はしておりません。 

 

10 書類の送付及び問い合わせ先 

  住所：〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  電話：０４８－８３０－６９３８ 

  担当：埼玉県教育局市町村支援部小中学校人事課 

 

11 選考方法等 

（１）応募書類及び面接による選考を行います。選考結果については、返信用封筒により 

連絡します。 

（２）面接の日時及び場所については、希望する勤務地の市町村教育委員会から連絡しま 

す。 

 

12 採用後の身分等 

埼玉県教育委員会の会計年度任用職員としての身分を有します。会計年度任用職員は

地方公務員法の規定が適用され、違反した場合には、懲戒処分、分限、失職等の対象にな

る可能性があります（下記「地方公務員法上の服務に関する規定」を参照）。 

小中学校勤務の場合、埼玉県教育委員会で採用し、市町村教育委員会に派遣する扱い

となります。服務監督については、配置校を所管する各市町村教育委員会が行います。 
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  （参考）地方公務員法上の服務に関する規定 

     ・服務の根本基準 

     ・服務の宣誓 

     ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

     ・信用失墜行為の禁止 

     ・秘密を守る義務 

     ・職務に専念する義務 

     ・政治的行為の制限 

     ・争議行為等の禁止 

     ・営利企業等への従事等の制限（フルタイムで勤務する場合に限る） 

 

13 その他 

会計年度任用職員は、地方公務員法上、再度同一の職務内容の職に任用された場合に

あっても、新たな職に任用されたことと整理されます。 



別紙
令和８年度就業補助員　募集校一覧

市町村 学校名 所在地 勤務時間
募集
人数

和光市 和光市立本町小学校 和光市本町31-17 週３０時間 1

和光市 和光市立第二中学校 和光市広沢1-4 週３０時間 1

東松山市 東松山市立高坂小学校 東松山市高坂4-12-18 週３０時間 1

日高市 日高市立高萩小学校 日高市高萩800 週３０時間 1

本庄市 本庄市立児玉中学校 本庄市児玉町八幡山438 週３０時間 1

熊谷市 熊谷市立富士見中学校 熊谷市中央3-103 週３０時間 1

白岡市 白岡市立菁莪小学校 白岡市上野田101-1 週３０時間 1

久喜市 久喜市立東鷲宮小学校 久喜市桜田3-10-1 週３０時間 1
5/11
追加


